
　いつも「広報くしろ」をご愛読いただき、ありがとうございます。
　広報くしろは、市民の皆さんと市役所を結ぶ架け橋です。
　たくさんの市民の皆さんの「声」をお寄せください。また、広報くしろ
の掲載写真をご希望の方も下記までお問い合わせください。
●市役所市民協働推進課へ電話、ファクスまたはメールでお送りください。
M  31-4504 O 23-5220 Pshi-shiminkyoudou@city.kushiro.lg. jp ※「広報くしろ」は原則、毎月最終金曜日（８月号は７月29日㈮）配布予定です。
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市民の皆さんの 声 　を聞かせてください

基礎疾患のある方の４回目接種について
問合先　市役所健康推進課（M31-4524）

新型コロナワクチン
接種のお知らせ

　釧路市に住民票があり、以下の基礎疾患の一覧にあてはまる18歳～59歳の方で、４回目のワクチン接種を希望する場合は、接種券の発
行手続きが必要です。発行申請後、該当者には３回目接種からおおむね５カ月経過した頃に接種券を郵送します。
★現在、国の制度により新型コロナワクチン接種の実施期間は22（令和４）年９月30日㈮までとなっているため、３回目の接種を22（令和４）年
　４月30日まで終えられている方について、発行申請を受け付けています。
　なお、接種前の予診において、届出内容と実際の症状等が異なる場合、接種できないことがあります。

発行申請の方法　以下の（１）～（３）いずれかとなります。

（２）釧路市新型コロナワクチンコールセンター（U0120-110-588）午前９時～午後７時（土・日曜日、祝日を含む）
（３）窓口および郵送　　
　　　 接種券発行申請書※に必要事項を記入し、市役所防災庁舎４階健康推進課（〒085-8505 黒金町7-5）へ郵送または窓口に提出
　　　　※市ホームぺージからダウンロードすることができます。また市役所防災庁舎４階の健康推進課窓口に設置しています。

　　　　
Nhttps://www.city.kushiro.lg.jp/kenfuku/kenkou/yobou/sonota/page00285.html　

基礎疾患の一覧
１．以下の病気や状態の方で、通院または入院している場合

２．基準（BMI 30以上）を満たす肥満の方　（BMI＝体重（kg）÷身長（m）÷身長（m））
　　（例：身長160cmで体重80kgの場合、BMI＝80（kg）÷1.6（m）÷1.6（m）＝31.3）
３．その他新型コロナウイルス感染症にかかった場合の重症化リスクが高いと医師に認められた方

□慢性の呼吸器の病気　　　　　　　　　　　          
□慢性の心臓病（高血圧を含む）　　　　           
□慢性の腎臓病　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      
□慢性の肝臓病（肝硬変等）　　　　　　　　　　　      　
□インスリンや飲み薬で治療中の糖尿病または、他の病気を併発して
　いる糖尿病　　　　　　　　
□血液の病気（ただし、鉄欠乏性貧血を除く）　　　
□免疫の機能が低下する病気（治療や緩和ケアを受けている悪性腫瘍
　を含む）　　
□ステロイドなど、免疫の機能を低下させる治療を受けている　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□免疫の異常に伴う神経疾患や神経筋疾患

□神経疾患や神経筋疾患が原因で身体の機能が衰えた状態（呼吸障
　害等）
□染色体異常
□重症心身障害（重度の肢体不自由と重度の知的障害とが重複した
　状態）
□睡眠時無呼吸症候群
□精神疾患のため入院中　　　　　　　
□精神障害者保健福祉手帳を持っている
□自立支援医療受給者証（白色）を持っていて、高額治療継続者欄
　が「該当」になっている
□療育手帳を持っている

（１）電子申請フォーム　Nhttps://logoform.jp/form/5Kjn/101912

ビー エムアイ


